
  

 

半
田
市
訓
令
第
二
号 

庁
中
一
般 

半
田
市
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
  

 
 

令
和
八
年
三
月
十
三
日 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 

(

半
田
市
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
  

第
一
条 

半
田
市
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
 
平
成
二
年
半
田
市
訓
令
第
二
号
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
  

第
十
条
第
一
項
第
四
号
中
 
福
祉
部
長
 
を
 
市
民
経
済
部
長
 
に
改
め
 
同
項
第
五
号
中
 
子
ど

も
未
来
部
長
 
を
 
福
祉
部
長
 
に
改
め
 
同
項
第
六
号
中
 
市
民
経
済
部
長
 
を
 
こ
ど
も
未
来
部

長
 
に
改
め
 
同
項
第
七
号
中
 
水
道
部
長
 
を
 
環
境
水
道
部
長
 
に
改
め
る
  

 
半
田
市
職
員
研
修
規
程
の
一
部
改
正
  

第
二
条 

半
田
市
職
員
研
修
規
程
 
昭
和
四
十
九
年
半
田
市
訓
令
第
六
号
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
  

 

別
表
中
 
子
ど
も
未
来
部
長
 
を
 
こ
ど
も
未
来
部
長
 
に
 
 
水
道
部
長
 
を
 
環
境
水
道
部
長
 

に
改
め
る
  

 
半
田
市
職
員
交
通
事
故
対
策
協
議
会
規
程
の
一
部
改
正
  

第
三
条 

半
田
市
職
員
交
通
事
故
対
策
協
議
会
規
程
 
平
成
元
年
半
田
市
訓
令
第
七
号
 
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
  

第
三
条
中
 
子
ど
も
未
来
部
長
 
を
 
こ
ど
も
未
来
部
長
 
に
  
水
道
部
長
 
を
 
環
境
水
道
部
長
 

に
改
め
る
  

(

半
田
市
指
名
審
査
会
規
程
の
一
部
改
正
  

第
四
条 

半
田
市
指
名
審
査
会
規
程
 
昭
和
五
十
八
年
半
田
市
訓
令
第
一
号
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
  

 

第
三
条
第
二
項
中
 
子
ど
も
未
来
部
長
 
を
 
こ
ど
も
未
来
部
長
 
に
  
水
道
部
長
 
を
 
環
境
水

道
部
長
 
に
改
め
る
  

(

半
田
市
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
  

第
五
条 

半
田
市
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
五
年
半
田
市
訓
令
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
  

 

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
  



  

 

 
別
紙
の
と
お
り
  

 

 
半
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
判
定
委
員
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正
  

第
六
条 

半
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
判
定
委
員
会
設
置
規
程
 
平
成
十
八
年
半
田
市
訓
令
第
三

号
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
  

 

第
三
条
第
二
号
中
 
子
ど
も
育
成
課
長
 
を
 
こ
ど
も
育
成
課
長
 
に
  
上
水
道
課
長
 
を
 
上
下

水
道
経
営
課
長
 
に
改
め
る
  

 

 
半
田
市
社
会
福
祉
事
務
所
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
  

第
七
条 

半
田
市
社
会
福
祉
事
務
所
事
務
決
裁
規
程
 
平
成
二
十
二
年
半
田
市
訓
令
第
五
号
 
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
  

 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
 
子
ど
も
育
成
課
 
を
 
こ
ど
も
育
成
課
 
に
  
幼
児
保
育
課
 
を
 
保

育
幼
稚
園
課
 
に
改
め
 
同
項
第
五
号
中
 
子
ど
も
育
成
課
長
 
を
 
こ
ど
も
育
成
課
長
 
に
  
子
育

て
支
援
課
 
を
 
こ
ど
も
育
成
課
 
に
改
め
 
同
項
第
七
号
中
 
幼
児
保
育
課
長
 
を
 
保
育
幼
稚
園

課
長
 
に
 
 
幼
児
保
育
課
 
を
 
保
育
幼
稚
園
課
 
に
改
め
る
  

  
 
 

附 

則 
 

 

こ
の
訓
令
は
 
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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別
表
第
二 

企
画
部 

秘
書
課 

決
裁
区
分

専
決
事
項 

副
市
長 

部
長
・
監 

主
務
課
長 

表
彰
儀
式 

 

式
典
計
画 

式
典
計
画
の
実
施 

国
際
交
流 

 
国
際
交
流
実
施
計
画 

活
動
の
実
施 

人
事
課 

研
修 

職
員
研
修
計
画 

 

職
員
研
修
計
画
の
実
施 

採
用
候
補
者 

 

試
験
の
実
施 

 

衛
生
管
理 

 
 

全
職
員 

企
画
課 

総
合
計
画 

 

総
合
企
画
に
関
す
る

調
査
の
実
施 

 

重
要
施
策
推
進 

重
要
な
施
策
の
推
進

に
関
す
る
計
画
の
策

定 

重
要
な
施
策
の
推
進

に
関
す
る
調
査
の
実

施 

重
要
な
施
策
の
推
進
に
関
す
る
関
係
部
課

と
の
連
絡
調
整 

土
地
利
用 

土
地
利
用
対
策 

 

国
土
利
用
計
画
法
及
び
公
有
地
の
拡
大
の

推
進
に
関
す
る
法
律
の
届
出
等 

広
報 

 

広
報
計
画 

一 

広
報
紙
の
発
行 

二 

広
報
活
動
の
実
施 

三 

報
道
機
関
と
の
連
絡 

デ
ジ
タ
ル
課 

統
計
調
査 

 
 

統
計
調
査
の
実
施 

電
子
計
算
に
よ

る
事
務
及
び
行

政
情
報
化
推
進 

 

電
算
機
の
年
間
計
画

及
び
行
政
情
報
化
に

関
す
る
重
要
な
施
策

の
推
進 

一 

情
報
及
び
計
算
事
務
処
理 

二 

電
算
機
の
月
間
計
画 

三 

行
政
情
報
化
に
関
す
る
関
係
部
課
と

の
連
絡
調
整 

市
民
協
働
課 

市
民
協
働
事
業

市
民
協
働
に
関
す
る

市
民
協
働
に
関
す
る

市
民
協
働
に
関
す
る
施
策
の
実
施 
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の
推
進 

重
要
な
施
策
の
策
定 

重
要
な
施
策
の
推
進 

コ
ミ
 
ニ
テ
 

活
動 

 

コ
ミ
 
ニ
テ
 
活
動

の
支
援
育
成
方
針 

コ
ミ
 
ニ
テ
 
活
動
の
支
援
育
成 

広
聴 

 

一 

広
聴
計
画 

二 

重
要
な
陳
情
 

要
望
等
の
処
理 

一 

広
聴
活
動
の
実
施 

二 

軽
易
な
要
望
 
相
談
事
項
等
の
処
理 

市
民
活
動
支
援 

 
市
民
活
動
の
支
援
方

針 

一 

市
民
活
動
の
支
援 

二 

市
民
相
談
事
業
の
実
施 

男
女
共
同
参
画

推
進 

 
 

男
女
共
同
参
画
社
会
形
成
の
た
め
の
普
及

啓
発 

多
文
化
共
生
の

推
進 

 
 

多
文
化
共
生
社
会
形
成
の
た
め
の
普
及
啓

発
・
支
援 

総
務
部 

総
務
課 

決
裁
区
分

専
決
事
項 

副
市
長 

部
長
・
監 
主
務
課
長 

庁
内
施
設
管
理 

 
 

防
火
計
画
の
樹
立 

一 

庁
中
取
締
り
の
指
示 

二 

庁
舎
内
外
の
清
掃
計
画
及
び
実
施 

三 

会
議
室
 
事
務
室
の
使
用
調
整
及
び
許

可 

四 

庁
内
の
施
設
 
設
備
の
管
理
及
び
使
用

の
調
整 

五 

庁
内
放
送
の
実
施 

選
挙 

 
 

 
 

選
挙
管
理
委
員
会
と
の
調
整 

議
案 

 
 

 
 

議
会
に
提
出
す
る
議
案
の
編
成
及
び
配
付 

事
務
管
理 

総
合
的
な
事
務
管
理

計
画 

 
 

事
務
管
理
の
調
整
及
び
指
導 

指
名
競
争
入
札

審
査 

指
名
審
査
事
務 

 
 

指
名
願
の
受
付
及
び
指
名
候
補
者
選
定
原

案
の
作
成 

財
政
課 
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財
政 

 

一 

起
債
の
承
認
を

受
け
た
事
業
資
金

の
前
借
り
借
替
え 

二 

資
金
の
借
入
れ

申
込
み 

一 

交
付
税
の
算
出
及
び
そ
の
他
必
要
な

資
料
の
提
出 

二 

市
債
及
び
一
時
借
入
金
の
元
利
償
還 

財
産
管
理 

 
 

 
 

一 

財
産
台
帳
の
整
理 

二 

市
有
物
件
災
害
共
済 

税
務
課 

住
民
税
の
賦
課 

 

一 
調
定
額
の
決
定

及
び
増
減 

二 

賦
課
額
の
決
定

及
び
更
正 

三 

異
議
申
請
書
の

処
理 

一 

特
別
徴
収
義
務
者
の
指
定 

二 

申
告
書
の
処
理 

三 

随
時
課
税
の
納
期
決
定 

四 

納
税
通
知
書
の
交
付 

軽
自
動
車 

 
 

 
 

軽
自
動
車
の
標
識
の
交
付
及
び
廃
止 

法
人 

 
 

 
 

一 

法
人
の
設
立
 
解
散
届
出
の
処
理 

二 

法
人
の
事
業
 
名
称
 
事
業
所
の
変
更

届
出
の
処
理 

固
定
資
産
税 

都
市
計
画
税 

特
別
土
地
保
有

税 

一 

固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
に
対

す
る
答
弁
書 

二 

地
方
税
法
の
規

定
に
基
づ
か
な
い

過
誤
納
金
の
返
還

決
定 

一 

調
定
額
の
決
定

及
び
増
減 

二 

賦
課
額
の
決
定

及
び
更
正 

三 

異
議
申
請
書
の

処
理 

一 

土
地
 
家
屋
の
登
記
済
通
知
書
の
処
理

二 

固
定
資
産
課
税
台
帳
登
録
価
格
等
県

及
び
法
務
局
へ
の
通
知 

三 

申
告
書
の
処
理 

四 

納
税
通
知
書
の
交
付 

五 

随
時
課
税
の
納
期
決
定 

収
納
課 

税
の
徴
収 

 
 

税
の
円
滑
な
徴
収
計

画
の
樹
立 

一 

督
促
及
び
催
告
書
の
交
付 

二 

納
税
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付 

三 

市
税
等
の
徴
収
嘱
託
及
び
受
託 

四 

口
座
振
替
処
理
及
び
事
務
手
数
料
の

交
付 
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納
税
の
啓
蒙 

 
 

 
 

一 

納
税
思
想
の
啓
発
 
宣
伝
の
計
画
実
施

二 

納
税
相
談
及
び
あ
つ
旋 

市
民
経
済
部 

市
民
課 

決
裁
区
分

専
決
事
項 

副
市
長 

部
長
・
監 

主
務
課
長 

戸
籍 

 
特
に
重
要
な
戸
籍
訂

正
事
件 

一 

戸
籍
法
に
基
づ
く
届
出
人
等
へ
の
通

知 

二 

戸
籍
法
に
基
づ
く
届
出
等
の
催
告
及

び
管
轄
 
裁
判
所
へ
の
通
知 

三 

戸
籍
 
除
籍
の
閲
覧
及
び
謄
抄
本
の
交

付 
四 
廃
棄
証
明
書
そ
の
他
の
証
明
書
の
交

付 

住
民
基
本
台
帳 

 

住
民
基
本
台
帳
法
に

基
づ
く
処
理
方
針 

一 

住
民
票
 
戸
籍
の
附
票
の
写
し
及
び
転

出
証
明
書
の
交
付 

二 

住
民
基
本
台
帳
及
び
戸
籍
の
附
票
の

閲
覧 

特
別
永
住
者 

 
 

一 

特
別
永
住
者
証
明
書
に
関
す
る
こ
と
 

二 

特
別
永
住
許
可
申
請
に
関
す
る
こ
と
 

身
分
 
印
鑑
登
録 

 

一 

成
年
被
後
見
人
 
被
保
佐
人
 
破
産
者

及
び
犯
罪
人
名
簿
の
作
成 

二 

印
鑑
登
録
及
び
印
鑑
登
録
証
明 

埋
火
葬 

 
 

埋
火
葬
の
許
可 

自
動
車
臨
時
運

行 

 
 

自
動
車
臨
時
運
行
の
許
可 

そ
の
他 

 
 

一 

船
員
法
第
百
四
条
に
規
定
す
る
事
務 

二 

し
尿
汲
取
券
の
売
り
さ
ば
き 

三 

一
般
行
政
証
明 

四 

一
般
旅
券
に
関
す
る
こ
と
  

農
政
課 
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農
業
振
興 

 

一 

営
農
計
画
の
指

導 

二 

農
林
業
の
災
害

応
急
措
置 

一 

農
林
業
団
体
の
指
導
育
成 

二 

農
業
後
継
者
の
指
導
育
成 

三 

農
業
経
営
技
術
の
指
導 

四 

農
業
振
興
整
備
の
実
施 

五 

農
業
金
融
制
度
資
金
の
あ
つ
旋 

六 

農
林
水
産
の
統
計
調
査
の
実
施 

農
水
産 

 
一 

米
穀
の
政
府
買

入
数
量
の
指
示
及

び
変
更
数
量
の
決

定 

二 

米
生
産
調
整
推

進
対
策
の
実
施
計

画 

一 

米
穀
の
売
渡
し
資
料
の
作
成 

二 

米
生
産
調
整
推
進
対
策
の
実
施 

三 

そ
菜
 
果
樹
 
花
き
等
の
生
産
指
導 

四 

病
害
虫
の
予
防
及
び
防
除
指
導 

五 

野
そ
駆
除
の
実
施 

畜
産 

 
 

一 

家
畜
共
進
会
の
指
導 

二 

畜
産
環
境
整
備
の
指
導 

三 

家
畜
の
防
疫
及
び
保
健
衛
生
の
指
導 

四 

草
地
改
良
及
び
飼
料
作
物
生
産
の
指

導 

森
林 

 
 

一 

地
域
森
林
計
画
の
実
施 

二 

森
林
病
害
虫
の
予
防
及
び
防
除 

三 

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
指
導 

土
地
改
良 

 
 

一 

土
地
改
良
事
業
の
指
導 

二 

農
業
土
木
事
業
の
設
計
管
理 

三 

愛
知
用
水
事
業
の
実
施 

商
工
企
業
立
地
課 

商
工
振
興 

 

商
工
業
団
体
事
業
の

指
導
方
針 

一 

商
工
業
団
体
の
指
導 

二 

商
工
業
経
営
調
査
の
実
施 

三 

計
量
器
検
査
の
実
施 

工
場
立
地 

 
 

工
場
立
地
に
係
る
届
出
の
受
理
等 

展
示
会 

 

各
種
催
物
の
決
定 

各
種
博
覧
会
 
展
示
会
 
見
本
市
等
の
出
品

の
あ
つ
旋 
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消
費
者
対
策 

 
 

一 

消
費
者
団
体
指
導
育
成 

二 

消
費
生
活
苦
情
相
談 

金
融 

 

預
託
に
関
す
る
計
画 

金
融
に
関
す
る
あ
 
旋 

観
光
課 

観
光 

 

市
観
光
協
会
の
育
成

指
導 

観
光
宣
伝
及
び
印
刷
物
の
発
行 

福
祉
部 

地
域
福
祉
課 

決
裁
区
分

専
決
事
項 

副
市
長 
部
長
・
監 

主
務
課
長 

地
域
福
祉
・
障
が

い
者
 
児
 
福
祉  

 

一 

地
域
福
祉
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
  

二 
障
が
い
者
 
児
 
福
祉
サ
 
ビ
ス
の
資

格
認
定
及
び
受
給
管
理 

三 

障
が
い
者
福
祉
団
体
と
の
連
絡
及
び

指
導 

そ
の
他 

 
 

一 

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
に
係
る
遺

族
年
金
 
障
が
い
年
金
及
び
弔
慰
金
に
関

す
る
こ
と
  

二 

引
揚
者
家
族
 
未
帰
還
者
留
守
家
族
等

の
援
護 

生
活
援
護
課 

保
護
援
護 

 

災
害
援
助
実
施
計
画 

一 

行
旅
病
人
及
び
行
旅
死
亡
人
の
取
扱

い 

二 

災
害
見
舞
 
援
助
金
品
の
給
付
及
び
貸

与 

三 

日
赤
支
部
と
の
連
絡
調
整 

四 

更
生
保
護
団
体
と
の
連
絡
及
び
調
整 

高
齢
介
護
課 

高
齢
者
福
祉 

 
 

一 

高
齢
者
福
祉
事
業
に
関
す
る
こ
と 

二 

敬
老
事
業
に
関
す
る
こ
と 
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三 

高
齢
者
の
在
宅
福
祉
サ
 
ビ
ス
の
利

用
決
定
 
変
更
及
び
取
消 

介
護
保
険 
介
護
保
険
事
業
計
画

の
策
定 

一 

保
険
料
賦
課
額

の
決
定
及
び
更
正 

二 

要
介
護
認
定
・

要
支
援
認
定
等
の

決
定 

三 

介
護
保
険
事
業

計
画
に
関
す
る
調

査
の
実
施 

一 

被
保
険
者
の
資
格
及
び
受
給
管
理 

二 

被
保
険
者
証
の
交
付 

三 

保
険
給
付
の
支
払 

四 

認
定
調
査
の
実
施 

五 

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
事
業
の
実
施 

国
保
年
金
課 

国
民
健
康
保
険 

 
 

一 

被
保
険
者
の
資
格
取
得
及
び
喪
失
の

認
定 

二 

被
保
険
者
証
の
交
付
及
び
被
保
険
者

の
除
外
処
置 

三 

給
付
適
否
事
実
の
認
定 

四 

第
三
者
行
為
の
事
務
処
理 

国
民
健
康
保
険

税 

地
方
税
法
の
規
定
に

基
づ
か
な
い
過
誤
納

金
の
返
還
決
定 

 
 

国
民
年
金 

 
 

被
保
険
者
の
資
格
取
得
及
び
喪
失
の
認
定 

医
療
福
祉 

 
 

一 

医
療
費
助
成
対
象
者
の
資
格
取
得
及

び
喪
失
の
認
定 

二 

医
療
費
受
給
者
証
の
交
付 

三 

給
付
適
否
事
実
の
認
定 

四 

第
三
者
行
為
の
事
務
処
理 

五 

後
期
高
齢
者
の
医
療
の
実
施 

 

健
康
課 

健
康
増
進 

 
 

一 

健
康
づ
く
り
事
業
の
実
施 

二 

成
人
の
予
防
接
種
の
実
施 

三 

医
療
機
関
と
の
連
絡
調
整 
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四 

献
血
事
業
の
実
施 

五 

地
方
独
立
行
政
法
人
知
多
半
島
総
合

医
療
機
構
に
関
す
る
定
例
的
な
事
務
の

実
施 

こ
ど
も
未
来
部 

こ
ど
も
育
成
課 

決
裁
区
分

専
決
事
項 

副
市
長 

部
長
・
監 

主
務
課
長 

子
育
て
支
援 

 

子
育
て
・
子
育
ち
の

支
援
方
針 

一 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
推

進 

二 

子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
業
の
実
施 

児
童
福
祉 

 
 

一 

こ
ど
も
の
健
全
育
成
事
業
の
実
施 

二 
こ
ど
も
関
係
福
祉
手
当
の
受
給
資
格

認
定
及
び
決
定 

母
子
・
父
子
・
寡

婦
福
祉 

 
 

一 

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
資

金
等
の
申
請
及
び
調
査 

二 

ひ
と
り
親
家
庭
等
自
立
支
援
事
業
の

実
施 

そ
の
他 

 
 

児
童
厚
生
施
設
等
の
管
理 

子
育
て
相
談
課 

児
童
福
祉 

 
 

一 

こ
ど
も
と
家
庭
の
相
談
及
び
支
援
事

業
の
実
施 

二 

障
が
い
児
通
所
支
援
の
資
格
認
定
及

び
受
給
管
理 

三 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
 
つ
く
し
学

園
に
関
す
る
こ
と
  

四 

ふ
た
ば
園
に
関
す
る
こ
と
  

母
子
保
健 
 

 

一 

母
子
保
健
事
業
の
実
施 

二 

こ
ど
も
の
予
防
接
種
の
実
施 

三 

未
熟
児
養
育
医
療
の
実
施 

四 

保
健
セ
ン
タ
 
の
管
理 
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そ
の
他 

 
 

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
の
防
止 

保
育
幼
稚
園
課 

児
童
福
祉 
保
育
所
の
定
員
変
更 

 

一 

保
育
園
に
関
す
る
こ
と
  

二 

岩
滑
こ
ど
も
園
及
び
板
山
こ
ど
も
園

に
関
す
る
こ
と
  

三 

施
設
型
給
付
費
及
び
地
域
型
保
育
給

付
費
に
関
す
る
こ
と
  

四 

特
別
保
育
事
業
に
関
す
る
こ
と
  

幼
児
教
育 

 
 

一 

幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
  

二 

亀
崎
幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
  

建
設
部 

都
市
計
画
課 

工
事
の
管
理
事

務 

 

建
設
工
事
の
進
行
管

理
の
方
針 

建
設
工
事
の
進
行
管
理 

都
市
計
画 

 

都
市
計
画
に
関
す
る

主
要
な
計
画
の
策
定 

一 

都
市
計
画
に
関
す
る
関
係
部
課
と
の

連
絡
調
整 

二 

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
届
出
等 

景
観 

 

景
観
整
備
に
関
す
る

主
要
な
施
策
の
推
進 

景
観
整
備
に
関
す
る
関
係
部
課
と
の
連
絡

調
整 

港
湾 

 
 

港
湾
諸
団
体
の
調
整
連
絡 

都
市
整
備
課 

工
事
の
管
理
事

務 

 

建
設
工
事
の
進
行
管

理
の
方
針 

建
設
工
事
の
進
行
管
理 

区
画
整
理 

 

一 

事
業
計
画
及
び

実
施
計
画 

二 

仮
換
地
指
定
及

び
換
地
処
分 

三 

公
共
施
設
の
管

理
及
び
移
管 

四 

清
算
金
の
決
定 

一 

土
地
区
画
整
理
法
第
七
十
六
条
関
係

の
制
限 

二 

土
地
区
画
整
理
に
関
す
る
土
地
の
異

動
 
権
利
申
告
及
び
登
記 

三 

市
街
地
再
開
発
事
業
に
対
す
る
指
導

助
言 

公
共
用
地
取
得 

 

一 

公
共
用
地
取
得

一 

公
共
用
地
取
得
な
ど
の
委
託
計
画
書
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補
償
及
び
調
整 

二 

国
 
県
及
び
関

係
機
関
の
う
ち
特

定
す
る
事
業
用
地

の
取
得
及
び
補
償 

及
び
変
更
計
画
書
の
受
理 

二 

公
共
用
地
の
取
得
及
び
補
償
に
関
す

る
定
例
的
事
務
処
理 

維
持
管
理
課 

決
裁
区
分

専
決
事
項 

副
市
長 

部
長
・
監 

主
務
課
長 

工
事
の
管
理
事

務 

 

建
設
工
事
の
進
行
管

理
の
方
針 

建
設
工
事
の
進
行
管
理 

道
路
 
水
路
等
の

管
理 

 

一 

道
路
及
び
水
路

の
占
用
使
用
許
可 

二 

道
路
及
び
水
路

管
理
者
以
外
の
者

の
行
う
工
事
承
認 

三 

通
行
の
禁
止
及

び
制
限
の
区
間
指

定 

一 

一
時
占
用
の
許
可 

二 

占
用
期
間
満
了
後
の
道
路
及
び
水
路

の
原
状
回
復 

三 

道
路
及
び
水
路
の
境
界
査
定 

土
木
工
事 

 

一 

軽
易
な
直
営
工

事
の
決
定 

二 

土
木
小
災
害
の

応
急
措
置 

原
材
料
の
受
払
い 

緑
化 

 
 

一 

緑
化
の
推
進
 
指
導 

二 

緑
化
環
境
整
備 

公
園 

 
 

一 

公
園
一
時
使
用
の
許
可 

二 

公
園
の
維
持
管
理 

建
築
課 

工
事
の
管
理
事

務 

 

建
設
工
事
の
進
行
管

理
の
方
針 

建
設
工
事
の
進
行
管
理 

市
営
住
宅
の
管

理 

 

一 

家
賃
の
減
免
及

び
徴
収
猶
予 

一 

模
様
替
え
及
び
増
改
築
等
の
許
可 

二 

収
入
状
況
の
調
査 
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二 

収
入
超
過
の
決

定 

三 

住
宅
の
入
居
者

の
決
定 

三 

補
修
用
資
材
の
受
払
い 

四 

そ
の
他
諸
届
出
事
項
の
許
可
等 

建
築
工
事 

 
 

工
事
施
行
に
お
け
る
諸
届
出
の
承
認
及
び

許
可 

開
発
行
為 

 
開
発
及
び
建
築
等
許

可 

開
発
に
関
す
る
各
種
申
請
 
届
出
等
の
審
査

及
び
検
査 

優
良
宅
地
 
優
良

住
宅
及
び
良
質

住
宅
の
認
定 

 

一 
優
良
宅
地
認
定

の
決
定 

二 

優
良
住
宅
認
定

の
決
定 

三 

良
質
住
宅
認
定

の
決
定 

一 

優
良
宅
地
認
定
の
指
導 

二 

優
良
住
宅
認
定
の
指
導 

三 

良
質
住
宅
認
定
の
指
導 

空
家
等
対
策 

 

特
定
空
家
等
の
助

言
・
指
導 

空
家
等
対
策
事
業
の
実
施 

環
境
水
道
部 

環
境
課 

環
境
政
策 

 

一 

環
境
政
策
の
方

針 

二 

環
境
基
本
計
画

実
施
計
画
 
実
績

報
告
の
処
理 

一 

地
球
温
暖
化
対
策
関
係
補
助
金
の
交

付
決
定 

二 

市
率
先
行
動
計
画
の
実
施 

三 

環
境
学
習
の
実
施 

環
境
保
全 

 

環
境
保
全
対
策
の
方

針 

一 

環
境
監
視
の
実
施 

二 

公
害
防
止
に
関
す
る
指
導
 
調
査
の
実

施 

三 

特
定
施
設
等
の
届
出
の
受
理 

環
境
衛
生 
 

一 

環
境
衛
生
対
策

の
方
針 

二 

墓
地
管
理
・
整

備
の
方
針 

一 

環
境
衛
生
対
策
の
実
施 

二 

墓
地
 
納
骨
堂
及
び
火
葬
場
の
指
導
 

監
督 

三 

墓
地
の
使
用
許
可 
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四 

狂
犬
病
予
防
注
射
の
実
施 

五 

専
用
水
道
 
簡
易
専
用
水
道
 
小
規
模

貯
水
槽
水
道
等
の
指
導
 
監
督 

清
掃 

 

一 

大
掃
除
の
実
施

計
画 

二 

一
般
廃
棄
物
の

処
理
業
 
収
集
又

は
運
搬
 
の
許
可 

三 
浄
化
槽
の
清
掃

業
の
許
可 

一 

ご
み
減
量
対
策
補
助
金
の
交
付
決
定 

二 

一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
の
指
導 

三 

浄
化
槽
清
掃
業
者
の
指
導 

四 

し
尿
汲
取
券
の
発
行 

 


